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【一般対応】 

＊公的制度選択の場合、当局の厳重な監理下で研修を開講する義務が生じますので、予めご留意ください。 
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現代産業界において、急速に進む経済構造の変化、IT 化への移行を背景に、企業に従事する

労働者にとっても、常に先進の営業技能、事業方法、並びに広報技能を身につけなければ、生

き残ることは不可能な時代に突入しています。しかしながら、先進の事業、業務、営業体制の

整備、構築、そしてこれらの体制に的確に対応できる高度な人材を育成するためには、職業訓

練が不可欠ですが、その費用負担の軽減のための支援施策が企業にとって活用しやすい制度で

なければ、職業訓練への取組は振興されないことは必然です。連合財団は、公的助成制度の枠

外にある、「企業のニーズに合致する自由な研修振興、自由な研修開講」と「申請手続」の負担

を除去し、且つ、年次毎に改定されることのない、持続的、恒久的な助成金制度を創設するこ

とで、訓練への企業の取組を安定的に継続できるよう支援する活動を行い、もって、日本経済

及び地域社会の発展に資することを目的として、中小企業等能力開発助成金（財団助成金）を

主宰しています。 

 

【【財財団団助助成成金金】】中中小小企企業業等等能能力力開開発発助助成成金金ににつついいてて  

  

自自由由なな研研修修開開講講をを実実施施ででききるる「「財財団団助助成成金金制制度度」」活活用用メメリリッットト  

煩わしい事前申請

手続、支給申請手続

きなく、研修開催でき

ます。 

 

「開講日程規制」が

なく、受講したい日に、

直ちに開催できます。 

研修カリキュラムは、

企業の意に沿う実益

に即して自由に企画、

開催できます。 

す。 

1 2 3 
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区分 指定課程 助成率（％） 要件 定義 

集合型訓練 

助成金 

 

自由課程 

 

30 

（上限 5 万） 
①時間自由 

②受講料 10 万上限 

各種説明会、システム説明会等の受

講企業、加盟店に対する研修機関、

FC 本部（以下本部等）の自由な集合

型研修 

 

定期課程 

 

40 

（上限 5 万） 
①時間自由 

②受講料 10 万上限 

本部等が、定期に受講企業を指定の

会場に参集させ、営業、技術、経営、

IT、CAD 等の技能を高度化するため

の定期に開講する集合型研修 

実務指導型訓練 

助成金 

 

 

 

短期課程 

 

 

 

10 
①時間自由 

②員数 5 名以上 

本部等が、スーパーバイジング、訪

問指導等の形式で、受講企業の事業

所へ出向して実施する個別型研修

（＊） 

（社員のほか、社長、取締役等の幹

部も対象となります） 

 

 

 

長期課程 

 

 

 

20 
①10 時間以上 

②員数 5 名以上 

本部等が、スーパーバイジング、訪

問指導等の形式で、10 時間以上の 

講義を、受講企業の事業所へ出向し

て実施する個別型研修（＊） 

（社員のほか、社長、取締役等の幹

部も対象となります） 

団体実施型訓練 

助成金 

 

 

普通課程 

 

 

20 

（上限 9 万） 

①時間自由 

②員数 5 名以上 

本部等が、監理団体より研修要件

の職能法適合性の指導を受け、受講

企業の事業所にて若年者、新規採用

社員等へ基礎的素養を教授するため

の個別型研修（＊） 

 

 

専門課程 

 

 

30 

（上限 9 万） 

①10 時間以上 

②員数 5 名以上 

本部等が、監理団体より研修要件の

職能法適合性の指導を受け、受講企

業の事業所にて、中堅、熟練社員等

へ、高度に、専門的な技能を承継す

るための個別型研修（＊） 

 

＊1 社 5 名以下の受講生を対象とする場合、複数受講企業を対象に、指定会場への集合型開催も可能とし

ます。 

 

 

 

対対象象ととすするる研研修修等等及及びび助助成成率率（（22001199 年年度度実実施施制制度度））  
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区分 要覧 

承認研修機関（一号）教授会員 
監理団体に所属する教授会員で、職能分野において、熟練した技能を有

すると承認を受けたもの。 

承認研修機関（二号）機関会員 
監理団体に所属する教授会員からの推薦により、職能分野において熟練

した技能を有すると承認を受けたもの。 

対象となる受講生 
監理団体の組合員、一般事業者の社員（雇用形態問いません）のほか、

取締役等の経営者も対象とします。（どなたでも受講できます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模範訓練事例 

対対象象ととななるる研研修修機機関関及及びび受受講講生生  

  

  WEB サイトによる集客機能を強

化するための担当社員の IT 技能の教

授を含めた WEB 構築のための実務指

導型訓練の開催 

 

Case 

1 

経営幹部、管理職社員等のリーダ

ーシップを強化するための日常の業

務の付随した実務指導型訓練の開催

（会議見直し、業務改善、業績改善

等の一般コンサル含む） 

Case 

2 

 CAD ソフト導入のための、ソフ

ト操作技能強化を目指す実務指導

型訓練の開催 

 

Case 

3 

JMAF 財団は、「公的制度の枠外にある、優秀なコンサルタント系研修事業者、FC 本部の

研修開催をバックアップしています。 
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財財団団助助成成金金制制度度利利用用手手順順要要覧覧  

受講申込 

 

●任意の期日に研修開講可能 

●面倒な初回申請手続なし 

●開講日直前でも申込、受講可能 

規定の訓練時間にて、研修に参加

し、受講して下さい。 

 

「受講証明書」を研修終了後、研修

会場にて交付します。 

 

○受講証明書を統括監理団体へ、

指定期限までに郵送して下さい。 

（その他面倒な書類不要です） 

監理団体が、貴社に変わって財団へ

支給申請書を取りまとめて送付しま

す。尚、指定期日を経過した場合、

受給できない場合があります。 

審査後、支給決定通知が郵送されま

す。審査決定後、助成金は、1 か月

内に振り込まれます。 

（処分長期放置もありません） 

 

JMAF 財団助成金制度は、面倒な申請手続きがなく、簡単な受講申込をするだけで、 

どなたでもご利用できるよう整備しております。 

受講料納付 

承認研修受講 

財団助成金支給申請 

受講料は、研修前に承認研修機関

へ納付完了して下さい。 

 

申請書提出（2 か月内） 

 

審 査 

 

支給決定 

 

財団より振込 
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①研修要件監修/受講料監査 

運営指導/主宰監理 

④指定日研修実施/受講証明書交付 

⑦審査/支給決定/助成金振込 

（決定後１か月内に支給！） 

②研修承認 

⑤研修終了後統括監理理団体へ 

支給申請必要書類提出 

【支給申請は団体が代行】 

③受講料納付 

財財団団助助成成金金をを活活用用ししたた研研修修主主宰宰監監理理ににつついいてて  

  

 

 

承認研修機関 

 

 

 

日環協・日住協・日賃協 

日創協・労確協・日労協 

 

財団研修主宰監理団体 

（中建連会員組合） 

 

 

 

 

職業訓練企画、人材育成指導分野における職能専門団体である認定組合等が、訓練要件、 

開講作法を監修することで、開講及び受給手続きの適正性を保障し、面倒な申請手続きが 

不要となり、受講企業のスムーズな研修実施を支援します。 

 

受講企業（組合員・一般等） 

活用事例（団体実施型訓練受講時例） 

役所へ行くことも、面倒な申請も、監視もなし！  

気持ちよく研修を受講し、気軽に支給申請を実施できます！ 

 

■受講料 250,000 円/名 

（5 名参加（合計 125 万）） 

【団体実施型訓練：普通課程】 

助成率 20％（上限 9 万/名） 

 

■助成金見込（長期放置なし） 

250,000 円×20％＝50,000 円 

助成金額 250,000 円 5 名 

 ＊代理申請事務費 5,000円 

 見込支給額 245,000 円 

＊複数回利用時制度利用賦課金を課します。 

 

Case 

1 

⑥通知 
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この助成金は、一般財団法人全国中小企業等協同組合連合財団を組織する監理団体の共済

委託事業により行われます。支給対象者は、原則として監理団体の組合員のほか、一般企

業の方も支給対象者となります。（詳細は承認研修機関より教示を受けてください） 

 

1.団体代理申請制度利用賦課金（共通） 

 

財団助成金の支給申請は、不正受給等を防止するため、受講企業に変わり、統括監理団体

が代行して連合財団に対して申請します。対象承認研修の助成金受給額に関する下表の基

準により、代理申請制度利用賦課金及び制度利用賦課金をご納付下さい。 

（＊支給助成金額より控除することでの納付となりますので、直接納付は不要です。） 

（1）受講料は、研修機関の信用属性により監理団体が代行徴収する場合もあります。 

（2）団体共同事業特例 

受講企業の負担する「制度利用賦課金、代理申請事務費」等は、高度な訓練として団体共同事業として

開催される場合、特例措置が適用されます。詳細は、承認研修機関へお問合せ下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

コース区分 指定課程 
助成率 

（％） 

制度利用賦課金 

（初回免除） 
代理申請事務費 納付方法 

集合型 

訓練助成金 

自由課程 30 

（上限 5 万） 

免除 
2,000 

＊支給額より
控除すること
での納付とな
り、直接負担
はありませ
ん。 

定期課程 

【時間自由】 

40 

（上限 5 万） 

免除 
2,000 

実務指導型 

訓練助成金 

短期課程 

【時間自由】 

10 15,000/回 
5,000 

長期課程 

【2 日/10 時間以上】 

20 30,000/回 
5,000 

団体実施型 

訓練助成金 

普通課程 

【時間自由】 

20 

（上限 9 万） 

30,000/回 
5,000 

専門課程 

【2 日/10 時間以上】 

30 

（上限 9 万） 

50,000/回 
5,000 

22001199 年年度度  「「財財団団助助成成金金受受給給資資格格要要件件」」  

 

＊訓練終了後、会場で配布する受講証明書、

振込口座申請書を指定する期限までに監理

団体へ郵送下さい。 

（申請期限を経過すると受給できない場合

があります） 
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監理団体 

 

支給機関 

JMAF財団は、複雑面倒な公的制度の欠陥を補う、 

自由な時間、日程、カリキュラムでの研修受講、

開催を希望する研修機関、受講企業の人材育成へ

の取組を支援しています。 
 

自由闊達な実務型研修は、公的制度では対応できません。 

企業の人材育成教育には、多額の費用を要し、育成費用の軽

減を図れる助成制度は使いやすいものでなければ、人材育成へ

の取組は助長されません！JMAF 財団は、中建連と連携し、こ

れまで公的助成金制度を活用した研修機関及び受講企業の支援

を行ってきましたが、この度、「公的制度」の枠外にある自由コ

ンテンツ、自由時間にて研修を開講するコンサルタント、FC

本部等の研修を受講希望する企業を支援するため、民間助成金

制度を創出しております。財団制度は面倒な申請手続きがなく、

簡単な受講申込をするだけでどなたでも活用できるよう整備さ

れておりますので、お気軽にご相談ください。 

●2019 年度実施制度は、JMAF の HPで確認下さい。      JMAF財団 


